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神奈川県歯科医師信用組合 

令和５年４月１日現在 

 

≪極度型教育ローン（証書貸付切替型）≫ 商品説明書 

 

１．商品名 極度型教育ローン（証書貸付切替型） 

２．ご利用いただける方 

次の条件をいずれも満たしている歯科医師の方 

① 当組合の組合員の方、または組合員となれる方 

※組合員加入資格のある方は当組合に出資していただき組合員となることができます（組合

員資格は当組合定款第１章第６条（組合員たる資格）をご覧いただくか、各営業店へお問い

合わせください）。 

② 当組合に普通預金口座をお持ちの方、またはお作りいただける方 

③ お申込み時の年齢が満２０歳以上満６５歳未満の方で最終ご返済時の年齢が原則満７５歳

未満の方 

④ 高校、専門学校、短大、大学、大学院等（ただし６年制まで）に在学中または入学を予定す

る子弟を有する方 

⑤ 当組合所定の融資基準を満たしている方 

⑥ 原則社会保険、国民健康保険どちらかの診療報酬のお振り込みの指定をしていただける方 

⑦ 不動産担保の提供をいただける方  

※上記事項に該当されない方（医療法人を経営されている方等）でお申込みをご希望される場合

は、各営業店へお問い合わせください。 

※学生ご本人の方のご利用は出来ません。 

３．お使いみち 

就学予定者もしくは就学者に係る下記費用 

・学費（入学金・授業料） 

※教科書、白衣、実習器材等個人所有のものの購入や仕送費用、寄付金、下見・宿泊費等にはご

利用いただけません。 

４．ご利用形態 当座貸越とし当座貸越期間後に証書貸付へ切替 

５．ご融資金額 
貸越極度額２，５００万円以内（１０万円単位） 

※審査の結果ご希望に添えない場合がございます。 

６．ご返済方法 

【当座貸越期間】 

・元金定額返済  

約定元金返済額と約定貸越利息を、約定返済日にご本人様の返済用口座から自動振替にてお支

払いいただきます。極度額に応じて毎月の約定元金返済額が異なります。 

※約定返済日は毎月５日となります。 

※毎月の約定元金返済額を増額することも可能で、ご契約時にお決めいただきます。なお、随時

の返済も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

極度額 毎月約定元金返済額（最低額） 

 ５００万円以下  ３０，０００円 

 ５００万円超～ 

１，５００万円以下 
 ６０，０００円 

１，５００万円超～ 

２，０００万円以下 
 ８０，０００円 

２，０００万円超～ 

２，５００万円以下 
 １００，０００円 
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【証書貸付期間】 

・元利均等返済 

当座貸越利用期限後、当座貸越契約期限までに（原則１ヶ月）証書貸付契約を締結し新しい返

済額を算出します。 

以後、毎年４月１日と１０月１日を基準日とする金利の見直し時に新金利、残存期間、残存元

金により再計算して新しいご返済金額に見直しをさせていただきます。 

※約定返済日は毎月５日となります。 

※約定返済日が土、日、祝日、そのほか法令で定められた信用組合の休日に当たる場合は、当組

合の翌営業日がご返済日となります。 

７．ご融資期間 

【当座貸越利用期間】 

当座貸越極度額の範囲で教育資金のお借入が可能な期間です。当座貸越利用期間は、ご子弟の

卒業予定年月の末日までとなります。留年等による当座貸越利用期間の延長はできません。 

※取引状況により当座貸越利用期間であっても新規貸出を停止することがあります。 

【証書貸付期間】 

１５年以内（当座貸越期間は含みません） 

８．ご融資方法 

ご融資の実行は当組合へ入学金または授業料の納付書をご提出いただき、支払先へ直接お振込と

なります。 

※現金での払い出しやご本人様の預金口座への入金はできません。 

９．金利 金利一覧をご覧いただくか、各営業店へお問い合わせください。 

１０．金利タイプ 

【変動金利型】 

・当座貸越期間 

長期プライムレートに連動した金利を基準金利として、毎年４月の約定日と１０月の約定日に

見直しをさせていただきます。見直し後の新金利は４月および１０月の約定日から適用しま

す。 

・証書貸付期間 

証書貸付への切り替え時に金利の見直しがございます。 

長期プライムレートに連動した金利を基準金利として、毎年４月１日と１０月１日に見直しを

させていただきます。見直し後の新金利はそれぞれ翌々月の約定返済日の翌日から適用しま

す。 

１１．遅延損害金 年利１４．５０％ 

１２．連帯保証人 不要です。 

１３．団体信用生命保険 

証書貸付期間のみご希望により当組合が指定する４種類の団体信用生命保険のうちいずれかに

ご加入いただけます。 

ただし、証書貸付期間のご融資金利に以下の金利が加算されます。 

団信種類 加算利率 

団体信用生命保険リビング・ニーズ特約付団信 年利０．４０％ 

３大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団信 年利０．７０％ 

がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団信 年利０．５０％ 

団体信用就業不能保障保険・リビング・ニーズ特約付団信 年利０．６０％ 

※当座貸越期間は保険加入はできません。証書貸付へ切替時にご加入の手続きを行います。 

※ご加入には保険会社の加入要件を満たす必要がございます。詳しくは団体生命保険申込書兼告

知書裏面の「団体信用生命保険のご説明」をご覧ください。 

１４．担保 

担保不動産に当組合を権利者とする根抵当権を設定させていただきます。担保物件は当組合所定

の審査基準により評価いたします。 

※登記手続きは、原則当組合が指定する司法書士をご利用いただきます。 

※不動産担保登録にかかる登録免許税や司法書士あて報酬等はお客さまのご負担となります。 

※担保物件は建築基準法や法令等に適合しているものに限ります。 
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１５．火災保険 

原則担保となる建物につき、ご融資が完済するまでの期間は火災保険にご加入いただきます。マ

ンションを除く借地上の建物の場合は、保険金請求権に対して当組合を質権者とする質権を設定

させていただきます。 

※火災保険料はお客さまのご負担となります。 

 

※火災保険料はお客様の実費負担となります。 

１６．保証料 不要です。 

１７．手数料 

ご融資新規取扱手数料として第１回目の学費支払時に５０，０００円（税込５５，０００円）を

申し受けます。ただし、利息制限法の規定により各手数料と利息の合計額が同法の制限を超過す

る場合は完済時に超過分を返却させていただきます。 

１８．条件変更に 

かかわる手数料 

【証書貸付期間】 

・条件変更手数料：５，０００円（税込５，５００円） 

・一部、または一括繰上返済手数料 

１千万円以下：３，０００円（税込３，３００円）  

 １千万円超：５０，０００円（税込５５，０００円）  

１９．苦情処理措置 

・苦情処理措置 

 ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店またはお客様相談室（総務課）にお

申し出ください。 

【お客様相談室（総務課）】 

受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および組合の休業日は除く） 

受付時間：午前９時～午後５時 

電  話：０４５－６４１－２９０４ 

所 在 地：〒２３１－００１３ 横浜市中区住吉町６－６８－２ 

 なお、苦情等対応手続については当組合ホームページをご覧ください。 

ホームページアドレス https://www.shikashin.co.jp 

２０．紛争解決措置 

・紛争解決措置 

 東京弁護士会紛争解決センター（電話：０３－３５８１－００３１） 

 第一東京弁護士会仲裁センター（電話：０３－３５９５－８５８８） 

 第二東京弁護士会仲裁センター（電話：０３－３５８１－２２４９） 

 で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは当組合お客様相談室

（総務課）またはしんくみ相談所にお申し出ください。また、お客さまから前記弁護士会の仲介

センター等に直接お申し出いただくことも可能です。 

【一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】 

受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および協会の休業日は除く） 

受付時間：午前９時～午後５時 

電  話：０３－３５６７－２４５６ 

所 在 地：〒１０４－００３１ 東京都中央区京橋１－９－５ 

 なお、仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以

外の地域のお客さまからの申立については、当事者の希望を聞いたうえでアクセスに便利な地域

で以下の手続を進める方法もあります。 

・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。 

例えば、神奈川県弁護士会の紛争解決センターに事件を移管し、以後当該弁護士会の紛争解決

センターで手続を進めることができます。 

神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：０４５－２１１－７７１６） 

※移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内

容は仲裁センター等にご照会ください。 

２１．その他 

・別途当座貸越契約時および証書貸付切替時に印紙代が必要となります。 

・お申込みに際しましては当組合所定の審査をさせていただきます。審査結果によってはご希望

に添いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

・本説明書は、令和５年４月１日現在の概要を記載したものであり、当組合はこれらの事項を将

来に渡って本説明書記載のとおりに維持する義務を負うものではありません。 

業コ R04-25/20230401 

 

http://www.shikashin.co.jp/
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